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非常電源の設置及び維持に関する技術上の基準は、自家発電設備の基準（昭和 48 年２月 10 日消防庁告示第１号。
以下「自家発基準告示」という。）、蓄電池設備の基準（昭和 48 年２月 10 日消防庁告示第２号。以下「蓄電池基
準告示」という。）、キュービクル式非常電源専用受電設備の基準（昭和 50 年５月 28 日消防庁告示第７号）、配
電盤及び分電盤の基準（昭和 56 年 12 月 22 日消防庁告示第 10 号。以下「配電盤等基準告示」という。）、耐火電
線の基準（平成９年 12 月 18 日消防庁告示第 10 号）、耐熱電線の基準（平成９年 12 月 18 日消防庁告示第 11 号）、
燃料電池設備の基準（平成 18 年３月 29 日消防庁告示第８号。以下「燃料電池基準告示」という。）によるほか、
次による。 

 
 

１ 非常電源の種別 
 

⑴ 非常電源は、消防用設備等の種別に応じ、第 23-１表により設置する。 
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⑵ 自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備を用いなければならない防火対象物 
ア ⒃項イに掲げる防火対象物 

(ｱ) 屋内消火栓設備の非常電源（第 23-１図参照） 
政令第９条及び省令第 12 条第１項第４号の規定により、特定用途（第 23-１図中の⑶項ロ又は⑷項）ご

第 23-１表 

消防用設備等 非常電源の種別 使用時分 

屋内消火栓設備 

スプリンクラー設備(注)１ 

水噴霧消火設備 

泡消火設備 

特定駐車場用泡消火設備屋

外消火栓設備 

 

○非常電源専用受電設備 

○自家発電設備 

○蓄電池設備 

○燃料電池設備 

(注)２に掲げる防火対象物は除く。 
 

 

30分以上 

不活性ガス消火設備  

ハロゲン化物消火設備 

粉末消火設備 

○自家発電設備 
○蓄電池設備 
○燃料電池設備 

60分以上 

自動火災報知設備 
非常警報設備 
（非常ベル、自動式サイ 

レン又は放送設備） 

○非常電源専用受電設備  (注)２に掲げる防火対象物は除く。 

○蓄電池設備（直交変換装置を有する蓄電池設備を除く。） 

 

10分以上 

ガス漏れ火災警報設備 
○直交変換装置を有しない蓄電池設備 

○直交変換装置を有する蓄電池設備、自家発電設備、燃料電 

池設備(注)３に掲げる場合に限る。 

10分以上 

火災通報装置 ○蓄電池設備 10分以上 

誘導灯 
○直交変換装置を有しない蓄電池設備 (注)４に掲げる場合に 

あっては、直交変換装置を有する蓄電池設備、自家発電設 
備又は燃料電池設備 

20分以上
(注)５ 

 

消防用水の加圧送水装置 

○非常電源専用受電設備 
○自家発電設備 
○蓄電池設備 
○燃料電池設備 

(注)２に掲げる防火対象物は除く。  

60分以上 

排煙設備 

加圧防排煙設備 

○非常電源専用受電設備 
○自家発電設備 
○蓄電池設備 
○燃料電池設備 

(注)２に掲げる防火対象物を除く。  

30分以上 

連結送水管の加圧送水装置 

○非常電源専用受電設備 
○自家発電設備 
○蓄電池設備 
○燃料電池設備 

(注)２に掲げる防火対象物は除く。 
 

120分以上 

 

非常コンセント設備 

○非常電源専用受電設備 
○自家発電設備 
○蓄電池設備 
○燃料電池設備 

(注)２に掲げる防火対象物は除く。 
 

30分以上 

無線通信補助設備 
○非常電源専用受電設備  (注)２に掲げる防火対象物は除く。 
○蓄電池設備（直交変換装置を有する蓄電池設備を除く。） 

30分以上 

 

総合操作盤 

○非常電源専用受電設備 
○自家発電設備 
○蓄電池設備 
○燃料電池設備 

(注)２に掲げる防火対象物は除く。 
 

120分以上 

パッケージ型自動消火設備 ○蓄電池設備 60分＋10分
以上(注)６ 
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とに延べ面積が 1,000 ㎡以上かどうかによって、その種別を選定する。 
したがって、省令第 12 条第１項第４号かっこ書きに規定する延べ面積 1,000 ㎡以上の判断は、屋内消火

栓設備の設置が義務づけられている防火対象物の用途部分の延べ面積による。 
(ｲ) スプリンクラー設備の非常電源（第 23-２図参照） 

政令第 12 条第１項第３号については政令第９条の適用がないため、省令第 12 条第１項第４号かっこ書
きに規定する延べ面積 1,000 ㎡以上の判断は、防火対象物全体の延べ面積による。 

イ 政令第 11 条第１項第６号の適用を受ける防火対象物（第 23-３図参照） 
第 23-３図の例に示すとおり、政令第 11 条第１項第６号の適用を受ける防火対象物に設置する屋内消火栓

設備の非常電源は、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備としなければならない。 
ウ 政令第 19 条第２項の規定により、一の建築物とみなし屋外消火栓設備を設置する場合（第 23-４図参照） 

すべての棟の特定用途に供される部分の床面積の合計が 1,000 ㎡以上であるときの非常電源は、自家発電
設備、蓄電池設備又は燃料電池設備としなければならない。ただし、個々の棟の特定用途に供される床面積
の合計が 1,000 ㎡未満の場合は、政令第 32 条の規定を適用して、非常電源専用受電設備とすることができる。 

 
２ 用語の定義 

この項において用いる用語の定義は、次による。 
 

⑴ 「キュービクル式」とは、省令第 12 条第１項第４号イ(ﾆ)⑴、同号ハ(ﾆ)及び同号ニ(ﾛ)に規定するキュービク
ル式非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備及び燃料電池設備をいう。 

 
⑵ 省令第 12 条第１項第４号イ(ﾆ)及び(ﾎ)⑴に規定する不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井で区画され、か

つ、窓及び出入口に防火戸を設けた専用の室（以下「不燃専用室」という。）とは、当該室の開口部及び区画
を貫通する部分が、次のアからエまでに掲げる事項をすべて満たすものをいう。（第 23-５図参照） 

 ア 屋内に面する窓及び出入口の戸は、防火戸とすること。 
イ 屋内に面する換気口（ガラリ等）は、防火設備（火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激

に上昇した場合に自動的に閉鎖するものに限る。）とすること。 
ウ 換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該専用の室の壁又は床を貫通する場合は、当該貫通する部分又は

これに近接する部分に、防火ダンパーを設けること。 
エ 屋外に面する開口部は、防火設備とすること。ただし、専用の室を１階に設置した場合の建基法第２条第

６号に規定する延焼のおそれのある部分以外の開口部は、この限りではない。 
 
⑶ 「不燃材料で区画された機械室等」とは、不燃材料で造られた壁、柱、床又は天井で区画され、かつ、窓及

び出入口に防火戸（屋内に面する窓及び出入口は、常時閉鎖式の防火戸に限る。）を設けた変電設備室、発電
設備室、機械室（炉、ボイラーその他火を使用する設備と共用する室及び可燃性の物質が多量にある室を除く。
この項において同じ。）、ポンプ室その他これらに類する室をいう。（第 23-６図参照） 

  
⑷ 「耐火構造で区画された機械室等」とは、耐火構造の床又は壁で区画され、かつ、開口部及び当該区画を貫

通する部分にアからエまでを設けた変電設備室、発電設備室、機械室、ポンプ室その他これらに類する室をい
う。（第 23-７図参照） 
ア 屋内に面する窓及び出入口の戸は、常時閉鎖式の特定防火戸とすること。 
イ 屋内に面する換気口（ガラリ等）は、特定防火設備（火災により煙が発生した場合又は火災により温度が

急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものに限る。）とすること。 
ウ 換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該室の壁又は床を貫通する場合は、当該貫通する部分又はこれに

近接する部分に、防火ダンパーを設けること。 
エ 屋外に面する開口部は、防火設備とすること。 
オ 壁及び天井の室内に面する部分（回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。）の仕上げを不燃材料

とすること。 
 
⑸ 「耐火配線」とは、省令第 12 条第１項第４号ホの規定による配線をいう。 
 
⑹ 「耐熱配線」とは、省令第 12 条第１項第５号の規定による配線をいう。 
 
⑺ 「引込線取付点」とは、需要場所の造営物又は補助支持物に電気事業者又は別敷地から架空引込線、地中引

込線又は連接引込線を取り付ける電線取付点のうち最も電源に近い場所をいう。 
 
⑻ 「一般負荷」とは、消防用設備等の非常電源以外のものをいう。 
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⑼ 「保護協調」とは、一般負荷の回路が火災等により短絡、過負荷、地絡等の事故を生じた場合においても非
常電源の回路に影響を与えないように遮断器等を選定し、動作協調を図ることをいう。 

 
 
３ 高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備 

省令第 12 条第１項第４号イの規定によるほか、次により設置する。 
 

⑴ 設置場所等 
ア 設置場所は、次のいずれかによる。 

(ｱ) キュービクル式のもの 
ａ 不燃専用室 
ｂ 不燃材料で区画された機械室等 
ｃ 耐火構造で区画された機械室等 
ｄ 屋外 
ｅ 建築物の屋上 

(ｲ) キュービクル式以外のもの 
ａ 不燃専用室 
ｂ 耐火構造で区画された機械室等（専用の室に限る。） 
ｃ 屋外（隣接する建築物若しくは工作物（この項において「建築物等」という。）から３ｍ以上の距離

を有するとき又は当該受電設備から３ｍ未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、か
つ、当該建築物等の開口部に防火設備が設けられている場合に限る。次のｄにおいて同じ。第 23-８図
参照） 

ｄ 特定主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上 
イ アのほか、条例第 11 条による。 
ウ 点検及び操作に必要な照明設備又は電源（コンセント付）を確保すること。● 
エ 設置場所は、点検に必要な測定器等を容易に搬入できる場所とする。● 
 

⑵ 構造及び性能 
ア キュービクル式のもの 

(ｱ) 不燃専用室又は耐火構造で区画された機械室等に設置するものを除き、キュービクル式非常電源専用受
電設備の基準に適合するもの又は認定品とする。● 

(ｲ) 接続方法は、一の非常電源回路が他の非常電源回路及び他の電気回路の開閉器又は遮断器によって遮断
されないものとするほか、別図１の例による。 

イ キュービクル式以外のもの 
(ｱ) 非常電源回路と他の電気回路（非常電源回路に用いる開閉器又は遮断器から電線引き出し口までの間に

限る。）とは不燃材料で区画する。▲（第 23-９図参照） 
(ｲ) 配電盤若しくは分電盤又は監視室等の監視盤の前面には、非常電源回路の電源が充電されていることを

容易に確認できる表示灯を、次のａからｅまでにより設ける。▲ ただし、同一変圧器の二次側に非常電
源回路が２以上ある場合は、表示灯を１として差し支えない。 
ａ 表示灯の電源は、非常電源回路用過電流遮断器の二次側より分岐する。 
ｂ 表示灯回路には適正なヒューズを用いる。 
ｃ 表示灯の光色は赤色とする。 
ｄ 表示灯の直近には、非常電源確認表示灯である旨の表示を行う。 
ｅ 表示灯回路には点滅器を設けない。 

ウ 直列リアクトルが設置されている回路には、コンデンサー又はリアクトルの異常時に、当該回路を自動的
に遮断できる装置を設けること。▲ ただし、高調波等の影響を受けるおそれが少ない回路又は高調波対策
が講じられた回路は、この限りでない。 

 
⑶ 設置方法 

ア 供給方式及び給電電圧に応じ別図２に示す方法により結線され、他の電気回路の開閉器又は遮断器によっ
て遮断されないこと。 

イ 開閉器には、消防用設備等用である旨の表示を設ける。 
ウ 地震動等により、変形、損傷等が生じないように措置すること。 
エ 高圧回路各部の絶縁距離は、第 23-２表又は第 23-３表に示す値以上であること。 
オ 電気用品及び電気工作物に係る法令の規定に適合すること。 
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⑷ 保有距離 

高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備は、省令第 12 条第１項第４号イヘ及びトの規定によるほ
か、第 23-４表に掲げる数値の保有距離を確保すること。● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑸ 引込回路 

第 23-２表 キュービクル式のもの 
（単位：㎜） 

 

(注)１ 単極の断路器などの操作にフック棒を用いる場合は、操作に支障のないように、その充電部相 
互間及び外箱側面との間を 120 ㎜以上とすること。 

ただし、絶縁バリヤのある断路器においては、この限りではない。 
２ 最小絶縁距離は、絶縁電線外被の外側からの距離をいう。 

備考 高圧用絶縁電線の端末部の外被端から 50 ㎜以内は、絶縁テープ処理を行っても、その表面を高 
圧充電部とみなす。 

絶縁距離を確保すべき部分 最小絶縁距離 

高圧充電部  (注)１ 
相 互 間 90 

大 地 間 （ 低 圧 回 路 を 含 む 。 ） 70 

高圧用絶縁電線非接続部  (注)２ 
相 互 間 20 

大 地 間 （ 低 圧 回 路 を 含 む 。 ） 20 

高圧充電部と高圧用絶縁電線非接続部相互間  (注)２ 45 

電線端末充電部から絶縁支持物までの沿面距離 130 

 

第 23-３表 キュービクル式以外のもの 

高圧屋内配線と他の配線又は金属体との接近、交さ （単位：㎜） 

 

１ ①は、低圧屋内電線が、裸電線である場合は、300 ㎜以上とすること。 
２ ②は、高圧屋内配線を耐火性のある堅ろうな管に収め、又は相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁 

を設け、かつ、接触しないように設けるときは、この限りではない。 
３ 他の部分にあっては、電気用品及び電気工作物に係る法令の規定に適合して設けられていること。 

(注) 

接近対象物 
 

 

 

高圧屋内配線 

低圧配線 高圧配線 
管灯回路の電線、弱

電流電線、光ファイ

バ ー ケ ー ブ ル 、 水

管、ガス管又はこれ

らに類するもの 

がいし引き配線 
がいし引き以外
の配線 

がいし引き配線 ケーブル配線 

がいし引き配線 ①150 150 150 150 150 

ケーブル配線 ②150 ②150 ②150 － ②150 

 

第 23-４表 （単位：ｍ） 

 

備考  （ ）操作を行う面が相互に面する場合 

保有距離 

機器名 

操作面 

（前面） 
点検面 換気面 その他の面 

キ ュ ー ビ ク ル 式 の も の  
 

 0 

キュービクル式以外のも
の 

閉 鎖 型 の も の   

 

 
 

オープン式のもの  － 
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非常電源専用受電設備の引込回路の配線及び機器は、次による。 
ア 引込線取付点から高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備までの回路の配線は、耐火配線とし、

第 23-10 表に示す工事方法により施設すること。（第 23-10 図参照）ただし、次に掲げる場所に設ける場合
は、この限りでない。 

(ｱ) 地中 
(ｲ) 別棟、屋外、屋上又は屋側電線路で開口部から火炎を受けるおそれが少ない場所 

イ 引込回路に設ける電力量計、開閉器その他これらに類するものは、⑴アに準じた火災等の災害による被害
を受けるおそれの少ない場所に設けること。ただし、配電盤等基準告示第３に規定するキャビネットの構造
の例によるものに収納した場合は、この限りでない。 

 
 
４ 低圧で受電する非常電源専用受電設備 

省令第 12 条第１項第４号イの規定によるほか、次により設置する。 
 

⑴ 設置場所等 
ア 低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤又は分電盤（以下「配電盤等」という。）は、設置場所に

応じて第 23-５表により、設置する。 
イ 点検に必要な測定器等を容易に搬入できる場所とする。● 

 
 

設  置  場  所  配電盤等の種類 

耐火構造で区画された機械室等 一般の配電盤等 

不燃専用室(注)  

第１種配電盤等 

又は 

第２種配電盤等 

屋外又は特定主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上(注) 
隣接する建築物等から３ｍ以上の距離を有する場合又は当該受電設備から 
 ３ｍ未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当 

該建築物等の開口部に防火設備が設けられている場合に限る。 

不燃材料で区画された機械室等 

建基令第 107 条第２号に規定する１時間の耐火性能を有するパイプシャフト 

上記以外の場所 第１種配電盤 

 
 
 

 
⑵ 構造及び性能 

配電盤等は、耐火構造で区画された機械室等に設置するものを除き、配電盤等基準告示に適合するもの又は
認定品とする。● 

 
⑶ 保有距離 

配電盤等は、省令第 12 条第１項第４号イトの規定によるほか、第 23-６表に掲げる数値の保有距離を確保す
ること。● 

 
 

保有距離 

機器名 

操作面 

（前面） 
点検面 

屋外・屋上で建築物等
と相対する面 

第 １ 種 配 電 盤 等  1.0 
（ 操 作 を 行 う 面 が 相
互 に 面 す る 場 合 は 、  
1.2） 

0.6 
（点検に支障とならな
い部分についてはこの
限りでない。） 

1.0 

第 ２ 種 配 電 盤 等  
3.0 一 般 の 配 電 盤 等  

 
 

 

(注)    省令第 12 条第１項第４号イ(ホ)の規定により、一般の配電盤等を設置することが認められている 
が、信頼性の確保を目的として第１種配電盤又は第２種配電盤等の設置を指導するものであるこ 
と。▲ 

第 23-５表 

第 23-６表 （単位：ｍ以上） 
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⑷ 設置方法 
ア 供給方式及び供給電圧に応じ別図３に示す方法により結線され、他の電気回路の開閉器又は遮断器によっ

て遮断されないこと。 
イ 開閉器には、消防用設備等用である旨表示すること。 
ウ 地震動等により、変形、損傷等が生じないように措置すること。 
エ 第１種配電盤等に収納する機器は第１種耐熱形機器を、第２種配電盤等に収納する機器は第２種耐熱形機

器を、それぞれ用いる。 
オ 一般の配電盤等に収納する機器は、電気用品及び電気工作物に係る法令の規定に適合すること。 
 

⑸ 引込回路 
第３⑸を準用する。 

 
５ 自家発電設備 

省令第 12 条第１項第４号ロの規定によるほか、次により設置する。 
 

⑴ 設置場所等 
ア 設置場所 

第３⑴アを準用する。 
イ 不燃専用室、耐火構造で区画された機械室等及び不燃材料で区画された機械室は、換気用の風道が当該室

を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火ダンパーを、屋外に面する開口部には防火設備を設けるとさ
れているが、当該自家発電設備の換気の用に供するものであって、次の(ｱ)及び(ｲ)に掲げる事項のすべてに適
合する場合は、防火ダンパー又は防火設備を設けなくても差し支えない。 
(ｱ) 風道 

ａ 専用の風道とする。 
ｂ 厚さが 1.6 ㎜以上の鋼板製のもの又はこれと同等以上の耐火性能を有する。 
ｃ 主要構造部に堅固に取り付ける。 
ｄ 風道が区画の壁又は床を貫通する場合は、当該風道と区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で

埋める。 
ｅ 屋外に通ずる換気口は、建基法第２条第６号に規定する延焼のおそれのある部分以外の部分に設ける。 

(ｲ) 開口部 
ａ 建基法第２条第６号に規定する延焼のおそれのある部分以外の部分に設ける。 
ｂ 火災時に脱落しないよう、堅固に固定されている。 

ウ ア、イのほか、条例第 12 条による。 
エ 点検及び操作に必要な照明設備又は電源（コンセント付）を確保すること。● 
オ 設置場所は、点検に必要な測定器等を容易に搬入できる場所とする。● 

 
⑵ 構造及び性能 

ア キュービクル式のものは、自家発基準告示に適合するもの又は認定品とする。● 
イ 燃料槽並びにその配管、管継手及び弁の材料、設置方法等は、危険物関係法令の規定による。 
ウ 燃料槽は、原則として内燃機関又はガスタービン（以下「原動機」という。）の近くに設け、容量は定格

負荷で連続運転可能時間以上連続して有効に運転できるものとする。 
エ 起動信号を発する検出器（不足電圧継電器等）は、高圧の発電機を用いるものは高圧側の常用電源回路に、

低圧の発電機を用いるものは低圧側の常用電源回路に、それぞれ設けること。（第 23-11 図参照）ただし、
常用電源回路が第３若しくは第４の非常電源専用受電設備に準じる場合又は運転及び保守管理をする者が常
駐し、火災時等の停電に際して直ちに操作できる場合は、この限りでない。 

オ 制御装置の電源に用いる蓄電池設備は、第６に準じる。 
カ 起動用に蓄電池設備を用いる場合は、次による。 

(ｱ) 専用に用いるもので、その容量が 4,800AH・セル以上の場合は、キュービクル式のものとする。 
(ｲ) 他の設備（変電設備の操作回路等）と共用するものは、キュービクル式のものとする。 
(ｳ) 別室に設けるものは、第６⑴の例による。 

キ 冷却水を必要とする原動機には、定格で１時間（連結送水管の加圧送水装置は２時間）以上連続して有効
に運転できる容量を有する専用の冷却水槽を当該原動機の近くに設ける。ただし、高架水槽、地下水槽等で
他の用途の影響にかかわらず、有効に連転できる容量を十分確保できる場合は、この限りでない。 

なお、当該水槽に対する耐震装置並びに地震動等を十分考慮した配管接続及び貫通部の処理を行うこと。 
ク 連結送水管の非常電源に用いる場合は、⾧時間運転できる性能を有すること（定格負荷で連続 10 時間運転

できるものとして、認定されている⾧時間形自家発電装置の設置が望ましい。）。▲ 
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⑶ 接続方法 
ア 供給電圧に応じ別図４に示す方法により結線され、他の電気回路の開閉器又は遮断器によって遮断されな

いこと。 
イ 回路表示は、電源切替装置以降の配電盤部とすること。 
ウ 開閉器には、消防用設備等用である旨表示すること。 
エ 地震動等により、変形、損傷等が生じないように措置すること。 
オ 電気用品及び電気工作物に係る法令の規定に適合すること。 
 

⑷ 容量 
自家発電設備の容量算定は、次による。 

 
ア 自家発電設備に係る負荷すべてに所定の時間供給できる容量であること。ただし、次の(ｱ)又は(ｲ)のいずれ

かに適合する場合は、この限りでない。 
(ｱ) 同一敷地内の異なる防火対象物の消防用設備等に係る非常電源を共用して一の自家発電設備から電力を

供給する場合であって、防火対象物ごとに消防用設備等を独立して使用するものは、それぞれの防火対象
物ごとに非常電源の負荷の総容量を計算し、その容量が最も大きくなる防火対象物に対して電力を供給で
きる容量がある場合（非常用の照明装置のように同時に使用する設備は合算する。） 

(ｲ) 消防用設備等の種別又は組合せ若しくは設置方法により同時に使用する場合があり得ない場合で、その
容量が最も大きくなる消防用設備等に対して電力を供給できる容量がある場合 

イ 自家発電設備は、全負荷同時起動ができるもの。ただし、逐次５秒以内に、順次電力を供給できる装置を
設けて差し支えない。この場合において、すべての消防用設備等が 40 秒以内に電源を供給できるシステムと
すること。● 

ウ 自家発電設備を一般負荷と共用する場合は、消防用設備等への電力供給に支障を与えない容量とすること。 
エ 消防用設備等の使用時のみ一般負荷を遮断する方式で、次の(ｱ)から(ｶ)に適合するものは、当該一般負荷の

容量は加算しないことができる。 
(ｱ) 火災時及び点検時の使用に際し、随時一般負荷の電源が遮断される場合において、二次的災害の発生が

予想されないもの（防災設備のほか、エレベーター、病院の生命維持装置等を除く。） 
(ｲ) 回路方式は、常時消防用設備等に監視電流を供給しておき、当該消防用設備等（原則として、ポンプを

用いるものに限る。）の起動時に一般負荷を遮断するもの。ただし、次のａ及びｂの条件を全て満足する
場合は、自動火災報知設備の作動信号で一般負荷を遮断する方式とする。 
ａ アナログ方式の自動火災報知設備又は蓄積機能を有する自動火災報知設備 
ｂ 防火対象物の全館を自動火災報知設備で警戒するもの 

(ｳ) イの起動方式は自動方式とし、復旧は手動方式とする。 
(ｴ) 一般負荷を遮断する場合の操作回路等の配線は、第 23-10 表に示す耐火配線又は耐熱配線により施設す

ること。 
(ｵ) 一般負荷の電路を遮断する機構及び機器は、不燃材料で造られた発電設備室、変電設備室等の部分で、

容易に点検できる位置に設けること。 
(ｶ) (ｵ)の機器には、その旨表示すること。 

 
⑸ 保有距離 

自家発電設備は、第 23-７表に掲げる数値の保有距離を確保すること。●（第 23-12 図参照） 
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保有距離 
 

 

 

機器名 

操 

作 

面
（ 

前 

面 

） 

点 

検 

面 

換 

気 

面 

そ 

の 

他 

の 

面 

周 

囲 

相 

互 

間 

相対する面 変電設備又は蓄 

電池設備 
建 

築 

物 

等 

操 

作 

面 

点 

検 

面 

換 

気 

面 

そ
の
他
の
面 

キ ュ ー 

ビ ク ル 

式 の も 

の 

キ ュ ー 

ビ ク ル 

式 以 外 

のもの 

キュービクル式の 

もの 
1.0 0.6 0.2 0 ／ ／ 

 

 

1.2 

 

 

1.0 

 

 

0.2 

 

 

0 

0 1.0 1.0 

キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
式
以
外
の
も
の 

自家発電装置 ／ ／ ／ ／ 0.6 1.0  

1.0 

 

／ 

 

3.0 

(注)1  

制 御 装 置 1.0 0.6 0.2 0 ／ ／ 

燃料タンク・

原動機 
／ ／ ／ ／ ／ 0.6 

(注)2  
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 

 
⑹ 常用防災兼用ガス専焼発電設備 

消防用設備等の常用電源及び非常用電源として使用する気体燃料を用いる発電設備「常用防災兼用ガス専焼
発電設備」（以下「ガス専焼発電設備」という。）は、⑴から⑸まで（⑵イ及びウを除く。）の例によるほか、
次による。 
ア 燃料容器によりガス専焼発電設備に燃料供給する場合には、当該燃料容器は屋外（地上）に設置する。 

なお、保安対策を講じた場合に限り、高さ 31ｍ以下又は 10 階以下の建築物の屋上に設置して差し支えな
い。 

イ ガス事業者により供給されるガスをガス専焼発電設備の燃料とする場合は、(一社)日本内燃力発電設備協
会に設置された「ガス専焼発電設備用ガス供給系統評価委員会」において主燃料の安定供給の確保に係る評
価を受け認められたものは、自家発基準告示第２⒀ロに適合しているものとして取り扱う。 

ウ 点検等によりガス専焼発電設備から電力の供給ができなくなる場合には、防火対象物の実態に即して、次
の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる措置を講ずること。 

(ｱ) 非常電源が使用不能となる時間が短時間である場合 
ａ 巡回の回数を増やす等、防火管理体制の強化を図ること。 
ｂ 防火対象物が休業等の状態にあり、出火危険性が低く、かつ、避難すべき在館者が限定される間に自

家発電設備等の点検等を行うよう計画すること。 
ｃ 火災時に直ちに非常電源を立ち上げることができ、又は消火器の増設等により初期消火が適切に実施

できる体制を構築すること。 
(ｲ) 非常電源が使用不能となる時間が⾧時間である場合 
 (ｱ)の措置に加え、必要に応じて代替電源（可搬式電源等）を設けること。 

エ ガス供給配管系統をガス専焼発電設備以外の他の火を使用する設備と共用する場合 
他の火を使用する設備により、ガス専焼発電設備に支障を与えない措置を講じること。 

オ 緊急ガス遮断装置は専用とし、防災センター等から遠隔操作できる性能を有すること。 
カ 緊急ガス遮断装置の点検時等に際しても安定的に燃料供給を確保するため、バイパス配管を設置すること。 
キ ガス専焼発電設備が設置されている部分には、ガス漏れ火災警報設備を設置する。 

ガス漏れ火災警報設備等の検知部は、ガス専焼発電設備を設置する部屋、キュービクル内、ガス供給管の
外壁貫通部及び非溶接接合部分付近に設けるものとし、作動した検知部がどこの部分であるかを防災センタ
ー等で確認できる措置を講じること。ただし、ガス事業法等によりガス漏検知器の設置が規定され、作動し
た検知部がどこの部分であるかを防災センター等で確認できる措置が講じられている部分は除くこと。 

 
 
 

第 23-７表 
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６ 蓄電池設備 
消防用設備等に内蔵するものを除き、省令第 12 条第１項第４号ハの規定によるほか、次により設置する。 

 
⑴ 設置場所等 

ア 設置場所 
第３⑴アを準用する。 

イ アのほか、条例第 13 条による。 
ウ 点検及び操作に必要な照明設備又は電源（コンセント付）を確保すること。● 
エ 設置場所は、点検に必要な測定器等を容易に搬入できる場所とする。● 
 

⑵ 構造及び性能 
ア キュービクル式は、不燃専用室に設置するものを除き、蓄電池基準告示に適合するもの又は認定品とする。

● 
イ 蓄電池基準告示第２第１号⑵に規定する「直交変換装置を有する蓄電池設備」とは、ナトリウム・硫黄電

池（以下「ＮａＳ電池」という。）及びレドックスフロー電池（以下「ＲＦ電池」という。）をいう。 
なお、直交変換装置とは、交流の電流を直流に変換して蓄電池を充電する機能と、直流の電流を交流に変換

する機能を併せ持つ装置をいう。（第 23-14 図参照） 
 
⑶ 設置方法 

ア 別図５に示す方法により結線され、他の電気回路の開閉器又は遮断器によって遮断されないこと。 
イ 非常電源を有効に確保するため、保護協調が図られたもの。 
ウ 開閉器には、消防用設備等用である旨表示すること。 
エ 地震動等により、変形、損傷等が生じないように措置すること。 
オ 電気用品及び電気工作物に係る法令の規定に適合すること。 
 

⑷ 容量 
蓄電池設備の容量算定は、次による。 

ア 容量は、最低許容電圧（蓄電池の公称電圧 80％の電圧をいう。）になるまで放電した後、24 時間充電し、
その後充電を行うことなく１時間以上監視状態を続けた直後において消防用設備等が第 23-１表の右欄に掲
げる使用時分以上有効に作動できるもの。ただし、停電時に直ちに電力を必要とする誘導灯等は、１時間以
上の監視状態は必要としない。 

イ アによるほか、第５⑷（イを除く。）の例による。 
ウ 一の蓄電池設備を２以上の消防用設備等に電力を供給し、同時に使用する場合の容量は、使用時分の最も

⾧くなる消防用設備等の使用時分を基準として算定する。 
エ 一般負荷にも電力を供給する蓄電池設備ついて 

ＮａＳ電池及びＲＦ電池は、従来の非常電源専用の蓄電池設備と異なり、常用運転（電力負荷平準化運転
（電気料金の安い夜間に充電を行い、昼間に放電を行うこと。）と非常用運転を兼用する設備であるが、こ
のように一般負荷にも電力を供給している蓄電池設備は、非常用負荷に用いるために必要な電力を常時確保
しておかなければならない。ただし、当該ＮａＳ電池又はＲＦ電池の点検等により、電力の供給ができなく
なる場合でも、火災時の対応に支障がないようにするため、防火対象物の実態に即して、次の(ｱ)又は(ｲ)に掲
げる措置を講じた場合は、１台での設置として差し支えない。 

(ｱ) 非常電源が使用不能となる場合が短時間である場合 
ａ 巡回の回数を増やす等、防火管理体制の強化を図る。 
ｂ 防火対象物が休業等の状態にあり、出火危険性が低く、かつ、避難すべき在館者が限定されている間

にＮａＳ電池又はＲＦ電池の点検等を行うよう計画すること。 
ｃ 火災時に直ちに非常電源を立ち上げることができ、又は消火器の増設等により初期消火が適切に実施

できる体制を構築すること。 
(ｲ) 非常電源が使用不能となる時間が⾧時間である場合 

(ｱ)の措置に加え、必要に応じて代替電源（可搬式電源等）を設けること。 
 

⑸ 保有距離 
蓄電池設備は、第 23-８表に掲げる数値の保有距離を確保すること。● 
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保有距離 

 

 

 

機器名 

操 

作 

面
（ 

前 

面 

） 

点 

検 

面 

換 

気 

面 

そ 

の 

他 

の 

面 

周 

囲 

相 

互 

間 

相対する面 
変電設備又は蓄電池

設備 
建 

築 

物 

等 

操  

作  

面 

点  

検  

面 

換  

気  

面 

そ
の
他
の
面 

キ ュ ー ビ
ク ル 式 の
もの 

キ ュ ー ビ
ク ル 式 以
外のもの 

 

キュービクル式の 

もの 1.0 0.6 0.2 0 ／ ／ 1.2 1.0 0.2 0 0 1.0 1.0 

キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
式
以
外
の
も
の 

蓄 電 池 ／ 0.6 ／ 0.1 ／ 
0.6 

(注) 
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 

充電装置 

逆変換装置 

直交変換装置 

1.0 0.6 0.2 0 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 

 
 
７ 燃料電池設備 

省令第 12 条第１項第４号ニの規定によるほか、次により設置すること。 
 

⑴ 設置場所等 
ア 設置場所 

第３⑴アを準用する。 
イ 不燃専用室、耐火構造で区画された機械室等及び不燃材料で区画された機械室は、換気用の風道が当該室

を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火ダンパーを、屋外に面する開口部には防火設備を設けること
とされているが、当該燃料電池設備の換気の用に供するものであって、第５⑴イに掲げる事項に適合する場
合は、防火ダンパー又は防火設備を設けなくても差し支えない。 

ウ ア、イによるほか、条例第８条の３による。 
エ 点検及び操作に必要な照明設備又は電源（コンセント付）を確保すること。● 
オ 設置場所は、点検に必要な測定器等を容易に搬入できる場所とする。● 
 

⑵ 構造及び性能 
ア 燃料電池基準告示に適合するもの又は認定品とする。● 
イ 燃料容器は、原則として燃料電池設備の近くに設け、容量は定格負荷で連続運転可能時間以上連続して有

効に運転できるものとする。 
ウ 起動信号を発する検出器（不足電圧継電器等）は、第 23-11 図の例により低圧側の常用電源回路にそれぞ

れ設けること。ただし、常用電源回路が第３若しくは第４の非常電源専用受電設備に準じる場合又は運転及
び保守管理をする者が常駐し、火災時等の停電に際して直ちに操作できる場合は、この限りでない。 

エ 冷却水は、定格で１時間（連結送水管の加圧送水装置は２時間）以上連続して有効に運転できる容量を有
する専用の冷却水槽を当該燃料電池設備の近くに設ける。ただし、高架水槽、地下水槽等で他の用途の影響
にかかわらず、有効に連転できる容量を十分確保できる場合は、この限りでない。 

なお、当該水槽に対する耐震装置並びに地震動等を十分考慮した配管接続及び貫通部の処理を行うこと。 
 

⑶ 設置方法 
ア 供給電圧に応じ別図６に示す方法等により結線され、他の電気回路の開閉器又は遮断器によって遮断され

ないこと。 

第 23-８表 （単位：ｍ） 
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イ 回路表示は、電源切替装置以降の配電盤部とすること。 
ウ 開閉器には、消防用設備等用である旨表示すること。 
エ 地震動等により、変形、損傷等が生じないように措置すること。 
オ 電気用品及び電気工作物に係る法令の規定に適合すること。 

 
⑷ 容量 

燃料電池設備の容量算定は、第５⑷による。 
 
⑸ 保有距離 

燃料電池設備は、第 23-９表に掲げる数値の保有距離を確保すること。● 
 
 
 
 

保有距離 
 

 

 

機器名 

操 

作 

面
（ 

前 

面 

） 

点 

検 

面 

換 

気 

面 

そ 

の 

他 

の 
面 

相対する面 変電設備、自家発電設
備又は蓄電池設備 

建 

築 

物 

等 

操 

作 

面 
点 

検 

面 

換 

気 

面 

そ
の
他
の
面 

キ ュ ー ビ
ク ル 式 の
もの 

キ ュ ー ビ
ク ル 式 以
外のもの 

保 有 距 離 1.0 0.6 0.2 0 1.2 1.0 0.2 0 0 1.0 1.0 

 
⑹ 消防用設備等の常用電源及び非常用電源として使用する燃料電池設備は、次による。 

ア ⑴から⑸まで（⑵イを除く。）及び第５⑹（イを除く。）による。 
イ ガス事業者により供給されるガスをガス専焼発電設備の燃料とする場合は、(一社)日本内燃力発電設備協

会に設置された「ガス専焼発電設備用ガス供給系統評価委員会」において主燃料の安定供給の確保に係る評
価を受け認められたものは、燃料電池基準告示第２⑺ロに適合しているものとして取り扱う。 

 
 
８ 配線 
 

⑴ 省令第 12 条第１項第４号ホ及び第５号に規定する「電気工作物に係る法令の規定」とは、電気設備に関する
技術基準を定める省令（平成９年通商産業省令第 52 号）等をいう。 

 
⑵ 非常電源回路の開閉器等 

ア 設置場所等 
(ｱ) 開閉器、過電流遮断器その他の配線機器は、点検に便利な場所に設ける。 
(ｲ) 省令第 12 条第１項第４号ホ(ﾊ)に規定する「耐熱効果のある方法で保護」とは、配電盤基準告示第３に規

定するキャビネットの構造の例によるものに収納されるもの又は不燃専用室、不燃材料で区画された機械
室等若しくは耐火構造で区画された機械室等に設けられるものをいう。ただし、当該消防用設備等のポン
プ室その他これらに類する室に設置する場合は、この限りでない。 

(ｳ) 電動機の手元開閉器（電磁開閉器、金属箱開閉器、配線用遮断器等）は、当該電動機の設置位置より見
やすい位置に設けること。▲ 

イ 開閉器 
(ｱ) 専用のものとする。 
(ｲ) 開閉器には、消防用設備等用である旨（分岐開閉器には、個々の消防用設備等である旨）表示する。 

ウ 遮断器 
(ｱ) 非常電源回路には、地絡遮断装置（漏電遮断器）を設けてはならない。 
(ｲ) 分岐用遮断器は、専用のものとする。 
(ｳ) 過電流遮断器の定格電流値は、当該過電流遮断器の二次側に接続された電線の許容電流値以下である。 

 
⑶ 耐火又は耐熱配線 

ア 消防用設備等の種別に応じて、別図７に示す配線の部分は耐火配線又は耐熱配線とする。● 

屋外に設ける場合に限る。 （単位：ｍ）
 ） 

第 23-９表 
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イ 耐火配線又は耐熱配線の工事方法は、第 23-10 表による。 
ウ 次の(ｱ)から(ｵ)に掲げる耐火配線又は耐熱配線は、耐火電線の基準若しくは耐熱電線の基準に適合するもの

又は認定品とする。● 
(ｱ) 省令第 12 条第１項第４号ホ(ﾛ)ただし書に規定する電線（耐火配線） 
(ｲ) 省令第 12 条第１項第５号ロただし書に規定する電線（耐熱配線） 
(ｳ) 耐火電線の基準に適合するバスダクト 
(ｴ) 耐熱光ファイバケーブルの基準（昭和 61 年 12 月消防予第 178 号）に適合する耐熱光ファイバケーブル 
(ｵ) 無線通信補助設備の性能及び設置の基準の細目（昭和 53 年１月消防予第１号）に適合する耐熱同軸ケー

ブル及び耐熱漏洩同軸ケーブル 
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電線の種類 工事方法 

耐  

火  

配  

線 

⑴  600ボルト２種ビニル絶縁電線 

⑵  ハイパロン絶縁電線 

⑶  四ふっ化エチレン絶縁電線 

⑷  シリコンゴム絶縁電線 

⑸  ポリエチレン絶縁電線 

⑹  架橋ポリエチレン絶縁電線 

⑺  ＥＰゴム絶縁電線 

(8)  アルミ被ケーブル 

⑼  鋼帯がい装ケーブル 

⑽  ＣＤケーブル 

⑾  鉛被ケーブル 

⑿  クロロプレン外装ケーブル 

⒀  架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 

⒁  架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル 

⒂  ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル 

⒃  ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 

⒄  ＥＰゴム絶縁クロロプレンシースケーブル 

⒅  バスダクト 

１ 金属管、２種金属製可とう電線 

管又は合成樹脂管に収め耐火構造 

で造った壁、床等に埋設されてい 

ること。 

ただし、不燃専用室、耐火性能 

を有するパイプシャフト及びピッ 

トの区画内に設ける場合（他の配 

線と共に布設する場合は、相互に 

  15㎝以上隔離するか、不燃性の隔 

壁を設けたものに限る。）にあっ 

ては、この限りでない。 

２ 埋設工事が困難な場合は、前１ 

と同等以上の耐熱効果のある方法 

により保護されていること。 

⒆  耐火電線 

⒇  ＭＩケーブル 

ケーブル工事等により施設されて 

いること。 

耐  

熱  

配  

線 

⑴  600ボルト２種ビニル絶縁電線 

⑵  ハイパロン絶縁電線 

⑶  四ふっ化エチレン絶縁電線 

⑷  シリコンゴム絶縁電線 

⑸  ポリエチレン絶縁電線 

⑹  架橋ポリエチレン絶縁電線 

⑺  ＥＰゴム絶縁電線 

(8)  アルミ被ケーブル 

⑼  鋼帯がい装ケーブル 

⑽  ＣＤケーブル 

⑾  鉛被ケーブル 

⑿  クロロプレン外装ケーブル 

⒀  架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 

⒁  架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル 

⒂  ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル 

⒃  ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 

⒄  ＥＰゴム絶縁クロロプレンシースケーブル 

⒅  バスダクト 

金属管工事、金属可とう電線管工 

事、金属ダクト工事又はケーブル工 

事（不燃性のダクトに布設するもの 

に限る。）により布設されているこ 

と。 
ただし、不燃専用室、耐火性能を 
有するパイプシャフト及びピットの 
区画内に設ける場合（他の配線と共 
に布設する場合は、相互に15㎝以上 
隔離するか、不燃性の隔壁を設けた 
ものに限る。）にあっては、この限 
りでない。 

⒆  耐熱電線 

⒇  耐火電線 

㉑  ＭＩケーブル 

ケーブル工事等により施設されて 

いること。 

 
 
 
 

第 23-10 表 
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別図１ キュービクル式のものの接続方法 
１ ＣＢ形（主遮遮断装置として遮断器（ＣＢ）を用いる形式のもの。以下同じ。キュービクル引込口の電源側に

地絡継電装置があるもの） 
２ ＣＢ形（キュービクル引込口の電源側に地絡継電装置がないもの） 
３ ＰＦ・Ｓ形（主遮断装置として高圧限流ヒューズ（ＰＦ）と高圧交流負荷開閉器（ＬＢＳ）とを 組み合わせて

用いる形式のものをいう。以下同じ。キュービクル引込口の電源側に地絡継電装置が あるもの） 
４ ＰＦ・Ｓ形（キュービクル引込口の電源側に地絡継電装置がないもの） 
 
 
別図２ 高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備の分岐の方法 
１ ネットワーク方法式配電又はループ方式配電（予備線方式で自動的に切替わるものを含む。）に より受電する

もの 
２ 特別高圧又は高圧により受電するもの 
 
 
別図３ 低圧で受電する非常電源専用受電設備の分岐方法 
１ 電気事業者よりの受電点に使用する場合の例 
２ 他棟で受電している場合の引き込みの例 
 
 
別図４ 自家発電設備の分岐方法 
１ 高圧発電設備で供給するもの 
２ 低圧発電設備で供給するもの 
３ 蓄電池設備と自家発電設備と併用する場合の例 
４ 直交交換装置と接続する場合の例１ 
５ 直交交換装置と接続する場合の例２ 
６ 直交交換装置と接続する場合の例３ 
 
 
別図６ 燃料電池設備（低圧発電設備で供給するもの）の分岐方法 
１ 低圧幹線に自動切替装置を設けた例 
２ 自動遮断器等でインターロックして設けた例 
 
 
別図７ 耐火耐熱保護配線 

次図に示す配線の部分が耐火耐熱保護配線となっていること。 
１ 屋内消火栓設備 
２ 屋外消火栓設備 
３ スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備 
４ 不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備 
５ 自動火災報知設備 
６ ガス漏れ火災警報設備 
７ 非常ベル・自動式サイレン 
８ 放送設備 
９ 誘導灯 
１０ 排煙設備 
１１ 連結送水管 
１２ 非常コンセント設備 
１３ 無線通信補助設備 
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第 23-１図 

屋内消火栓設備の非常電源は、 
非常電源専用受電設備によるものとすることができる。 

政令第 11 条第１項第２号の
規定により屋内消火栓設備
の設置義務あり 

屋内消火栓設備設置義務なし 

⒂項 
 600 ㎡ 

⑶項ロ  
500 ㎡ 

⑷項  
900 ㎡ 

その他の構造、無窓階以外の階 

第 23-２図 

11F ⒂項 100 ㎡ 

10F ⒂項 100 ㎡ 

9F ⒂項 100 ㎡ 

8F ⒂項 100 ㎡ 

7F ⒂項 100 ㎡ 

6F ⒂項 100 ㎡ 

5F ⒂項 100 ㎡ 

4F ⑷項 100 ㎡ 

3F ⑷項 100 ㎡ 

2F ⑷項 100 ㎡ 

1F ⑷項 100 ㎡ 

政令第 12 条第１項第３号の規定により
スプリンクラー設備設置義務あり            
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屋内消火栓設備の非常電源は、 
自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとしなければならない。 

屋内消火栓設備設置義務なし 

政令第 11 条第１項第６号の 
規定により屋内消火栓設備 
の設置義務あり 

⑷項  
600 ㎡ 

（無窓階以外の階） 

⑷項  
600 ㎡ 

（無窓階） 

第 23-３図 

準耐火構造（内装制限 有り） 

６
ｍ
以
下 

６
ｍ
以
下 

第 23-４図 

⑷項 

300 ㎡ 

⑷項 

450 ㎡ 

⑷項 

600 ㎡ 

⑷項 

450 ㎡ 

⑷項 

300 ㎡ 

⑷項 

450 ㎡ 

⒂項 

600 ㎡ 

⑷項 

450 ㎡ 

屋外消火栓設備の非常電源は、 
非常電源専用受電設備によるものとすることができる。 

延べ面積  
900 ㎡ 

（その他の建築物） 
 

延べ面積  
1,200 ㎡ 

（その他の建築物） 

延べ面積  
900 ㎡ 

（その他の建築物） 

延べ面積  
600 ㎡ 

（その他の建築物） 

６
ｍ
以
下 
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 不燃材料 

 

 
防火設備 

 

 常時閉鎖式防火戸 
 

 防火ダンパー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 23-５図 

床 モルタル埋め戻し 

防 
 天井  

防 
換気設備 

照明 
換気設備 

壁 
 

変電設備室等
出入口 

キュービクル式以外のもの 

凡例 

防 

（不燃専用室の例） 

屋    

外 

第 23-６図 

～ モルタル埋め戻し 床 

天井 

壁 

換気設備 
照明 

換気設備 

出入口 

キュービクル式 防 

凡例 

(不燃材料で区画された機械室等の例） 

屋    

外 

防 

防 

 
 不燃材料 

 

 防火設備 
 

 常時閉鎖式防火戸 
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第 23-７図 

床（耐火構造） ～ 
モルタル埋め戻し 

防 
 天井（不燃材料） FD 壁（耐火構造） 

照明 

換気設備 換気設備 

防 出入口 

キュービクル式以外のもの 

凡例 

特 

(耐火構造で区画された機械室等の例） 

屋    

外 

 
 不燃材料 

 

 防火設備 
 

 常時閉鎖式防火戸 
 

 防火ダンパー 

 

防 

耐火構造  
屋上 

防 

建築物等 
不燃材料 

 

屋外 キュービクル式
以外のもの 

３ｍ未満 ３ｍ以上 
防 

 
 
 

 
建築物等 

第 23-８図 

３ｍ未満 ３ｍ以上 

開
口
部 
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T 

不燃材料で区画 

MCCB MCCB MCCB MCCB MCCB 
RL F T     ：変圧器 

MCCB：過電流遮断器 
  RL    ：表示灯（赤色） 
    F    ：ヒューズ 

第 23-９図 

消防用設備等 一般負荷 

電気事業者電柱 引込線取付点 
消防用設備等 

耐
火
配
線 

耐
火
配
線
と
し
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
部
分 

高圧又は特別高圧で受電する

非常電源専用受電設備 

第 23-10 図 
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G DS 

CB 
インターロック 

主遮断装置 

CB 

MC 
LBS LBS 

MCCB T T

T

MCCB 

  

一
般
負
荷 

消
防
用
設
備
等 

一
般
負
荷 

消
防
用
設
備
等 

：不足電圧継電器等は、変圧器の二次側の位置とすること。 

LBS 付 PF 

SR 

C 

（低圧自家発電設備の例） 
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G DS 

 
主遮断装置 

CB インターロック 
CB 

DS 

CB CB 

LBS LBS LBS 

T T T

一
般
負
荷 

一
般
負
荷 

消
防
用
設
備
等 

LBS 付 PF 

（高圧自家発電設備の例） 

 

：不足電圧継電器等は、主遮断装置の負荷側の位置とし、上位の主遮断装置と適切なイン 
ターロックをとること。 
また、設備種別が特別高圧の場合、変圧器（特高）の二次側の位置とすることができる。 

 

SR 

C 

第 23-11 図 

0.6ｍ以上 

バッテリー 

エンジン 
操作盤 

0.6ｍ以上 

1.0ｍ以上 0.6ｍ以上 

第 23-12 図 
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引込管ガス 
遮断装置（中圧） 

建築物 

敷地内 緊急ガス遮断装置 

ボイラー等 

ガス専焼発電設備 

ESV 

ESV 

防災センター等 

第 23-13 図 

本
支
管
（
中
圧
） 

第 23-14 図 

(注)１   ＮａＳ電池及びＲＦ電池は、電力負荷平準化（電気料金の安い夜間に充電を行い、昼間に放 
電を行うこと）を目的として、一般的に常用電源と非常電源を兼用とすることを想定している。 

２ 通常は遮断器①は閉じており、交流の常用電源は②のとおり、一般交流負荷及び非常用交流 
負荷（非常用負荷のうち病院の生命維持装置等常時使用するもの）に使用されるとともに、直 
交変換装置により直流に変換されて、ＮａＳ電池、ＲＦ電池等を充電する。 

３   電力負荷平準化のため、時間帯によっては③のとおり、ＮａＳ電池、ＲＦ電池等からの直流 
電流を直交変換装置により交流に変換し、一般交流負荷に電力を供給する（従来の鉛蓄電池及 
びアルカリ蓄電池は、容量が小さいため、非常用負荷専用となっているものが多く、③のよう 
に一般負荷に電力を供給するものは希である。）。 

４   非常の際、停電等が発生している場合は①の遮断器を自動で開放し、ＮａＳ電池、ＲＦ電池 
等からの直流電流を直交変換装置により交流に変換して、④のように優先的に非常用負荷に電力 
を供給する。 

② 

① 

③ ④ 

ＮａＳ電池・ＲＦ電池 

直交変換装置 

一般交流負荷 

非
常
用
交
流
負
荷 

常
用
電
源
（
交
流
） 

(直交変換装置の例） 
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VCT 

VT PF
 DS 

CB 
T 制御電源 

OC

LB LB

A 

AS 

 
LBS 

T3

MC MC MC

負荷 負荷 負荷 GR 
制御電源 

MC

C

T3 T1

MC MC

C

別図１ キュービクル式のものの接続方法 
１ ＣＢ形（主遮遮断装置として遮断器（ＣＢ）を用いる形式のものをいう。以下同じ。キュービク 

ル引込口の電源側に地絡継電装置があるもの）  

PF 付 LBS 

 SR 

 

C C 

C 

LB

T
G

OC

LB LBS 

制御電源

制御電源 

ZC

VT PF
 DS 

CB 

MC

C

MC MC MC

負荷 負荷 負荷 GR 
制御電源 

MC

C

 

T3 T3 T1

MC

２ ＣＢ形（キュービクル引込口の電源側に地絡継電装置がないもの）  

PF 付 LBS 

 SR 

 C 

C C 

A 

AS 
 
LBS 

VCT 
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T3 T3 T1

MCCB MCCB MCCB 

LBS LBS 

VCT 

負荷 

SR 

C 負荷 負荷 GR 
制御電源 

SR 

C 

MCCB MCCB MCCB 

LBS 

S
R 

C

３ ＰＦ・Ｓ形（主遮断装置として高圧限流ヒューズ（ＰＦ）と高圧交流負荷開閉器（ＬＢＳ）とを組
み合わせて用いる形式のものをいう。以下同じ。キュービクル引込口の電源側に地絡継電装置がある
もの） 

PF 付 LBS 

ZCT 

VCT 

PF 付 LBS TC 

GR 
制御電源 

LBS LBS LBS 

T3 T3 T1

MCC MCCB MCCB MCCB MCC
B 

MCCB 

負荷 

SR 

C 負荷 負荷 GR 
制御電源 

S
R 

C

S
R 

C

４ ＰＦ・Ｓ形（キュービクル引込口の電源側に地絡継電装置がないもの） 
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１ 専用キュービクル式非常電源専用受電設備にあっては、すべての負荷が非常電源回路に供される 
ものであり、共用キュービクル式非常電源専用受電設備にあっては、負荷のいずれかを他の電 
気回路に供されるものであること。 

２  Ｔの一次側の開閉器は、省略することができること。 
３ ＶＴを設置する場合にあっては、ＶＴに取り付けるヒューズは限流ヒューズを使用すること。 
４  キュービクル引込口の電源側に存するＧＲ及びＴの一次側に存するＧＲの制御電源を、ＶＴ又 

はＴの二次側から供給する場合にあっては専用の開閉器（保護装置付）を設けること。  
５ 略号の名称は、次のとおりとすること。 

(注) 

略  号 名 称 略  号 名 称 

ＶＣＴ 電力需給用計器用変成器 ＣＴ 変流器 

ＤＳ 断路器 ＶＴ 計器用変圧器 

ＰＦ 限流ヒューズ Ａ 電流計 

ＣＢ 遮断器 ＡＳ 電流計切替スイッチ 

ＴＣ 引外しコイル Ｔ 変圧器 

ＬＢＳ 高圧交流負荷開閉器 ＳＲ 直列リアクトル 

ＺＣＴ 零相変流器 Ｃ 進相コンデンサー 

ＧＲ 地絡継電器 ＭＣＣＢ 配線用遮断器 

ＯＣＲ 過電流継電器   
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DS 

ネ
ッ 

DS 

特別高圧 

トワーク T

ネットワ
ークプロ

ネットワ
ークプロ
アクター 

LBS LBS CB CB 

T T

MCCB MCCB MCC MCCB 

MCCB MCCB MCCB MCCB 

消
防
用
設
備
等 

主
変
電
設
備 

消
防
用
設
備
等 

一
般
負
荷 

副
変
電
設
備 

別図２ 高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備の分岐の方法 

１ ネットワーク方法式配電又はループ方式配電（予備線方式で自動的に切替わるものを含む。）に 

より受電するもの 

 (1)  ネットワーク方式の例 

一般負荷 

(注)ＬＢＳ又はＣＢは、一般負荷の過負荷及び短絡時において、ＭＣＣＢより先に遮断しないもの 

であること。 

一般負荷 
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(2)  ループ方式の例 

一
般
負
荷 

特別高圧 

DS DS 

C C

DS DS 

DS 

T

C DS 

DS C

C C C LBS C

T T T

MC MC MC MC

MC MC MC MC

副
変
電
設
備 

消
防
用
設
備
等 

主
変
電
設
備 

消
防
用
設
備
等 

一般負荷 一般負荷 
一
般
負
荷 

(注)ＬＢＳ又はＣＢは、一般負荷の過負荷及び短絡時において、ＭＣＣＢより先に遮断しないもの 

であること。 
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VCT 

VT PF
 DS 

CB 
T 制御電源 

OC

LBS 又は PC LBS 又は 

A 

AS 

 
LBS 又は PC LBS 又は 

T1 T3

MC

C

MC MC MC

消防用

設備等 
一般負荷 一般負荷 一般負荷 GR 

制御電源 

MC

C

T1T3

MC MC

DS 

CB 

T

LBS 又は FPC LBS 又は FPC LBS 又は FPC 
C

T T T

消防用設備等 
一般負荷 

特別高圧又は高圧により受電するもの 

⑴  特別高圧の例 
 特別高圧 

(注) ＣＢは、一般負荷の過負荷及び短絡時において、ＬＢＳ又はＦＰＣより先に遮断しないもので 

あること。 

⑵  高圧の例 

ア  非常電源専用の変圧器から供給する例 

 

PF 付 LBS 

 SR 

 

C C

C
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T 制御電源 

OC

LBS 又は PC LBS 又は PC 

A 

AS 

 
LBS 又は PC 

T3

VCT 

MC MCCB MCCB MCCB MCCB MC

一般負荷 C 消防用 
設備等 一般負荷 

一般負荷 GR 
制御電源 

MCC

B 

T3 T1

VT PF
 DS 

CB 

MC MC
CB 

SR 

イ  変圧器の二次側から供給する例 

（その１） 

PF 付 LBS 

 SR 

 C

C 

VT PF
 DS 

CB 
T 制御電源 

OC

LBS 又は PC LBS 又は PC 

A 

AS 

 
LBS 又は 

PC 

T3 T3 T1

MC MCCB 

一般負荷 C 一般負荷 
MC MC MC MC MC

GR 
制御電源 

MC

C

MC

VCT 

MC
CB 

SR 

MC

（その２） 

PF 付 LBS 

 SR 

 C

一般負荷 
消防用 
設備等 

C
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１  Ｔの一次側の開閉器は、省略することができること。 

２  ＶＴを設置する場合にあっては、ＶＴに取り付けるヒューズは限流ヒューズを使用すること。 

３ キュービクル引込口の電源側に存するＧＲ及びＴの一次側に存するＧＲの制御電源を、ＶＴ 

又はＴの二次側から供給する場合にあっては、専用の開閉器（保護装置付）を設けること。 

４  一般負荷の過負荷及び短絡時においては、一般負荷のＭＣＣＢで遮断すること。 

 

略号の名称は、次のとおりとすること 

(注) 

略  号 名 称 略  号 名 称 

ＶＣＴ 電力需給用計器用変成器 ＣＴ 変流器 

ＤＳ 断路器 ＶＴ 計器用変圧器 

ＰＦ 限流ヒューズ Ａ 電流計 

ＣＢ 遮断器 ＡＳ 電流計切替スイッチ 

ＴＣ 引外しコイル Ｔ 変圧器 

ＬＢＳ 高圧交流負荷開閉器 ＳＲ 直列リアクトル 

ＰＣ 高圧カットアウトスイッチ（変圧 

器容量300kVA 以下の場合に限る。） 
Ｃ 進相コンデンサー 

ＺＣＴ 零相変流器 ＭＣＣＢ 配線用遮断器 

ＧＲ 地絡継電器 
 キュービクル、不燃専用室、分 

電盤等の不燃専用区画 

ＯＣＲ 過電流継電器   
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Wh 

 

屋外 不燃材料で区画 

耐火電線 
F－TB 耐火電線 

F－SL 

 

（RL） 

箱体 

IV 電線で可 

耐熱ボックス 

H－MCCB H－MCCB 
H－SL・T 

 

IV 電線で可 

H－ 
MCCB 

耐火電線 

H－FH×2 
 

F×2 

F－TB TB 

別図３  低圧で受電する非常電源専用受電設備の分岐方法 

１ 電気事業者よりの受電点に使用する場合の例 

Ｌ 

一般負荷 消防用設備等 

その１ その２ 

他棟 他棟 

箱体 L 

F－TB 

IV 電線で可 箱体 
耐火電線 

F－ SL 

不燃材料で区画 

F－TB 

IV 電線で可 

耐熱 
ボックス 

（RL） （RL） 

H－ 
MCCB 

×2 
H－ 

耐熱 
ボックス H－ 

SL・T 

耐火電線 
F－S 

×2 
H－ 
SL・T 

H－FH 
×2 

H－FH 
×2 

耐火

電線 

F× 耐火

電線 

F×

F－TB IV 電線で可 F－TB IV 電線で可 

 
 
 

 
MCCB 

MCCB 

２ 他棟で受電している場合の引き込みの例 

一般負荷 消防用設備等 消防用設備等 

(注)  電気事業者と協議のうえ消防用設備等の回路を、Ｌの電源側から分岐することもできる。 
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略号の名称は、次のとおりとすること。 

略  号 名 称 略  号 名 称 

Ｆ－ＴＢ 耐火形端子台 ＴＢ 端子台 

Ｆ－ＳＬ 耐火形表示灯 ＳＬ（ＲＬ） 表示灯（赤色） 

Ｈ－ＭＣＣＢ 耐熱形配線用遮断器 ＭＣＣＢ 配線用遮断器 

Ｈ－ＳＬ・Ｔ 耐熱形表示灯用変圧器 Ｆ ヒューズ 

Ｈ－ＦＨ 耐熱形ヒューズホルダ Ｌ 電流制限器 

Ｗｈ 電力量計  不燃専用室、耐火配電盤等 
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１ ＣＢ１は、過負荷及び短絡時においてＬＢＳより先に遮断しないものであること。 

 ２ ＵＶＲは、ＣＢ２からＣＢ３まで又はＣＢ１からＣＢ３までの間に設けること 

MCCB 

LBS T MC 

COS 

MC 
MCCB 

LBS TDS CB2 

UVR 

 

 
CB1 

 

別図４ 自家発電設備の分岐方法 

１ 高圧発電設備で供給するもの 

    (1)自動切替装置を設けた例 

１ ＬＢＳは、過負荷及び短絡時においてＭＣＣＢより先に遮断しないものであること。 
２ ＣＯＳは、過負荷及び短絡時においてＬＢＳより先に遮断しないものであること。 
３ ＵＶＲは、ＣＢ２の二次側から自動切替装置までの間に設けること。 

 

⑵  自動遮断器等でインターロックして設けた例 

MCCB 

LBS T MC 

CB3 
LBS TDS

UVR 

 

 
CB1 

DE 
 
GS 

(注)
  

GS 

DE 消防用設備等
一般負荷 

一般負荷 

一般負荷 

一般負荷 

消防用設備等 

消防用設備等
一般負荷 

一般負荷 

CB2 

(注)
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消防用設備等 

 

一般負荷 

一般負荷 

MCCB 

COS MC 

LBS T

DS CB2 

UVR 

 

 
CB1 

DE 

 
GS 

２ 低圧発電設備で供給するもの 

  (1)低圧幹線に自動切替装置を設けた例 

(注)  ＵＶＲは、変圧器の二次側から自動切替装置までの間に設けること。 

CB1 
MCCB COS MCCB

MCCB 

LBS T T
MC 

DS CB1 MCCB

T

COS MCCB 

UVR 

UVR 

DE 

 
GS 

⑵  自動遮断器等でインターロックして設けた例 

(注)  ＵＶＲは、ＭＣＣＢ１から自動切替装置までの間に設けること。 

消防用設備等 

一般負荷 

一般負荷 

消防用設備等 
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略  号 名 称 略  号 名 称 

ＵＶＲ 交流不足電圧継電器 ＤＳ 断路器 

ＣＢ 遮断器 Ｔ 変圧器 

ＣＯＳ 自動切替装置 ＤＥ 原動機 

ＬＢＳ ヒューズ付負荷開閉器 ＧＳ 発電機 

ＭＣ 電磁接触器  不燃専用室等の区画 

ＭＣＣＢ 配線用遮断器   

略号の名称は、次のとおりとすること。 
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MCCB1 
MCCB MCCB 

一般用 

別図５ 蓄電池設備の分岐方法 

１ 主開閉器の一次側より分岐する場合の例 

３ 蓄電池設備と自家発電設備と併用する場合の例 

消防用設備等 

消防用設備等 

蓄電池設備 

蓄電池設備 

蓄電池設備 

一般用 

一般用 

受電 
設備 

受電 
設備 

受電 
設備 

自家発
電設備 

ガス漏れ火災
報知設備 

MCCB MCCB MCCB 

MCCB

MCCB

MCCB 

MCCB MCCB MCCB1 

MCCB2 

MCCB3 

MCCB4 

MCCB2 

MC 

MC 

MC 

MC 
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CB CB CB 

切替遮断器 
（高速遮断器） 

CB CB 

バイパス遮断

CB 

CB 
一般用 

CB CB CB 

切替遮断器 

CB 

CB 

CB 
一般用 

CB 

 
切替遮断器 

CB CB CB 

CB 

CB 
一般用 

４ 直交交換装置と接続する場合の例１ 

６ 直交交換装置と接続する場合の例３ 

消防用設備等 

蓄電池設備 

消防用設備等 

蓄電池設備 

消防用設備等 

蓄電池設備 

受電 
設備 

受電 
設備 

受電 
設備 
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略  号 名 称 略  号 名 称 

ＭＣＣＢ 配線用遮断器 ＣＢ 高圧用遮断器 

ＭＣ 電磁開閉器   

ＭＣＣＢ 配線用遮断器 ＣＢ 高圧用遮断器 

ＭＣ 電磁開閉器   

 

略号の名称は、次のとおりとすること。 
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COS MCCB 

1NV 
CB1 MC 

LBS T

CB3 

DS CB2 

 

CB4 MCCB 

1NV 
CB1 MC 

LBS T

CB3 

DS CB2 

 

略  号 名 称 略  号 名 称 

ＵＶＲ 交流不足電圧継電器 ＭＣＣＢ 配線用遮断器 

ＣＢ 遮断器 ＤＳ 断路器 

ＣＯＳ 自動切替装置 Ｔ 変圧器 

ＬＢＳ ヒューズ付負荷開閉器  制御 

ＭＣ 電磁接触器  不燃専用室等の区画 

略号の名称は、次のとおりとすること。 

別図６ 燃料電池設備（低圧発電設備で供給するもの）の分岐方法 

１ 低圧幹線に自動切替装置を設けた例 

消防用設備等 

一般負荷 

一般負荷 

消防用設備等 

一般負荷 

一般負荷 

UVR 

UVR 
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ポンプ 電動機 消 火 栓 箱  
御 盤 

手 元 起 動 装 置
制 

起 動 装 置  

位置表示灯 

始動表示灯 

非 常 電 源  

総合操作盤 

別図７ 耐火耐熱保護配線 

 

 

次図に示す配線の部分が耐火耐熱保護配線となっていること。 

１ 屋内消火栓設備 

制 
手 元 起 動 装 置

御 盤 
ポンプ 電動機 非 常 電 源  消 火 栓 箱  

起 動 装 置  

始動表示灯 総合操作盤 

２ 屋外消火栓設備 

ポンプ 電動機 非 常 電 源  
流 水 検 知 装 置 
圧 力 検 知 装 置  

御 盤 
ヘ  ッ  ド 

制 

警 報 装 置 受  信  部 遠 隔 起 動 装 置  総合操作盤 

手 元 起 動 装 置

３ スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備 
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ホーン 

制  御  盤 

起 動 装 置  排 出 装 置  

動 
ボ  ン  ベ 

ソレノイド 

非 常 電 源  

感 知 装 置  

警 報 装 置 総合操作盤 

表  示  灯 

起 電気式閉鎖ダン 
パーシャッター 

４ 不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備 

ボ    

ン    

ベ 
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(注)1 

５ 自動火災報知設備 

常 用 電 源  地区音響装置 

総合操作盤 表  示  灯   (注)2 

発  信  機 

受  信  機 消防用設備等の操作回路へ 

アナログ式感知器 

感  知  器 

アナログ式感知器 

(注)１ 

中  継  器 感  知  器 

注１    中継器の非常電源回路（受信機又は中継器が予備電源を内蔵している場合は一般配線でよ 

い。） 

２ 発信機を他の消防用設備等の起動装置と兼用する場合、発信機上部表示灯の回路は、非常電源 

付の耐熱配線とすること。 

非 常 電 源  
(注)1 

受 信 機 

検  知  器 中  継  器 総合操作盤 

検  知  器 ガ ス 漏 れ 
表  示  灯 

非 常 電 源  

検 知 区 域 
警 報 装 置  

スピーカー 
増 幅 器 

操 作 部 

遠 隔 操 作 部 

６ ガス漏れ火災警報設備 
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増 幅 器 

操作部（遠隔操 
作 器 を 含 む。） 
又は起動装置 

表 示 灯 

非 常 電 源  

総合操作盤 

ス  ピ  ー  カ ー 

８ 放送設備 

９ 誘導灯 

非 常 電 源  誘 導 灯  

起 動 装 置  

ファン 電動機 
御 盤 

手 元 起 動 装 置
制 

感 知 装 置 

非 常 電 源  

総合操作盤 

１０ 排煙設備 

７ 非常ベル・自動式サイレン 

表 示 灯 

非 常 電 源  ベル・サイレン 

（継電器を含む。） 

起 動 装 置 
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放  水  口 ポンプ 電動機 
御 盤 

手 元 起 動 装 置
制 

起 動 装 置  

非 常 電 源  

総合操作盤 

１１ 連結送水管 

非 常 電 源  検 出 回 路  

移 報 回 路  総合操作盤 

非常コンセント 

表  示  灯 

１２ 非常コンセント設備 

混  合  分  配  器  

空  中  線 

漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル 

増  幅  器 

無   線   機   接   続   端   子  

非 常 電 源  

総合操作盤 

１３ 無線通信補助設備 

：耐熱同軸ケーブル 
凡例 

 耐火配線 
 耐熱配線 
 一般配線 
 水管又はガス管 

 


